
〇
第
一
次
試
験

　

９
月
７
日
（
日
）

〇
受
験
申
込
先

　

全
国
の
各
人
事
院
事
務
局

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

出
水
税
務
署

　

☎
（
62
）
０
０
７
５

海
難
事
故
防
止
に
向
け
て

　

串
木
野
海
上
保
安
部
で
は
、
マ

リ
ン
レ
ジ
ャ
ー
の
シ
ー
ズ
ン
を
前

に
、
マ
リ
ン
レ
ジ
ャ
ー
安
全
推
進

活
動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

［
自
己
救
命
策
３
つ
の
基
本
］

①
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
常
時
着
用

　

ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
は
、
日
本

語
名
で 

「
救
命
胴
衣
」 

と
呼
ば
れ

る
と
お
り
、
命
を
助
け
る
た
め
の

も
の
で
す
。
大
切
な
命
を
守
る
た

め
、
マ
リ
ン
レ
ジ
ャ
ー
を
楽
し
む

際
は
、
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
常

時
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

②
連
絡
手
段
の
確
保

　

事
故
発
生
時
に
は
、
連
絡
手
段

が
な
い
と
、
救
助
を
求
め
る
こ
と

も
で
き
ま
せ
ん
。
普
段
お
使
い
の

携
帯
電
話
を
防
水
パ
ッ
ク
に
入
れ

て
携
行
し
ま
し
ょ
う
。

③
「
１
１
８
番
」
の
有
効
活
用

　

１
１
８
番
は
、
海
上
保
安
庁
専

用
の
緊
急
電
話
番
号
で
24
時
間
体

制
で
対
応
し
て
い
ま
す
。
海
で
事

故
に
あ
っ
た
り
、
事
故
を
目
撃
し

た
と
き
は
、
迷
わ
ず
全
国
共
通
、

局
番
な
し
の
１
１
８
番
に
電
話
し

て
く
だ
さ
い
。
鹿
児
島
、
熊
本
、

宮
崎
３
県
の
沿
岸
か
ら
１
１
８
番

に
電
話
す
る
と
、
第
十
管
区
本
部

運
用
司
令
セ
ン
タ
ー
に
つ
な
が
り

ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

串
木
野
海
上
保
安
部
警
備
救
難
課

　

☎
０
９
９
６
（
32
）
３
５
９
２

歯
と
口
の
健
康
週
間

　

６
月
４
日
か
ら
の
「
歯
と
口
の

健
康
週
間
行
事
」
と
し
て
、
出
水

地
区
内
の
小
中
学
校
の
児
童
生
徒

に
よ
る
図
画
、
ポ
ス
タ
ー
展
と
歯

科
健
診
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま

す
。

［
図
画
、
ポ
ス
タ
ー
展
］

〇
展
示
期
間

　

６
月
１
日
（
日
）
～
10
日
（
火
）

〇
展
示
場
所

　

Ａ
コ
ー
プ
鹿
児
島
あ
ず
ま
店
、

フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
な
が
し
ま
鷹

巣
店
、
Ａ
コ
ー
プ
鹿
児
島
な
が
し

ま
店
ほ
か
、
出
水
市
内
に
あ
る

ス
ー
パ
ー
や
阿
久
根
市
立
図
書
館

※
展
示
期
間
や
展
示
場
所
は
変
更

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

［
歯
科
健
診
お
よ
び
無
料
相
談
と

図
画
、
ポ
ス
タ
ー
展
表
彰
式
］

〇
日
時

　

６
月
７
日
（
土
）
午
後
２
時
～

〇
場
所

　

プ
ラ
ッ
セ
だ
い
わ
出
水
店

（
出
水
市
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

児
島
歯
科
医
院

　
（
出
水
郡
歯
科
医
師
会
公
衆
衛
生
担
当
）

　
　

☎
（
86
）
１
２
６
６

労
働
保
険
年
度
更
新
手
続
の

お
知
ら
せ

　

事
業
主
の
皆
さ
ん
、
６
月
２
日

（
月
）
か
ら
７
月
10
日
（
木
）
は

労
働
保
険
料
の
「
年
度
更
新
」
申

告
・
納
付
期
間
で
す
。
６
月
上
旬

に
送
付
さ
れ
る
労
働
保
険
料
申
告

書
・
納
付
書
に
よ
り
、
期
間
中
に

申
告
・
納
付
を
行
い
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。
平
成
23
年
度
か

ら
、
年
度
更
新
の
審
査
業
務
が
外

部
委
託
さ
れ
、
申
告
書
の
受
付

は
、
原
則
と
し
て
記
入
漏
れ
な
ど

を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
だ
け
の
確
認
作

業
に
な
り
ま
す
。
記
入
漏
れ
、
記

入
誤
り
が
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室

　

☎
０
９
９
（
２
２
３
）
８
２
７
６

５
月
は
消
費
者
月
間
で
す

　

毎
年
５
月
は
「
消
費
者
月
間
」

で
す
。
今
年
度
の
全
国
統
一
テ
ー

マ
は
「
つ
な
が
ろ
う
消
費
者
～
安

全
・
安
心
な
く
ら
し
の
た
め
に

～
」
と
な
っ
て
お
り
、
消
費
者
、

事
業
者
、
行
政
な
ど
の
多
様
な
主

体
に
よ
る
取
り
組
み
が
展
開
さ
れ

ま
す
。
県
で
は
、
消
費
者
の
皆
さ

ん
が
消
費
生
活
に
つ
い
て
考
え
る

き
っ
か
け
に
な
る
よ
う
、
県
の
消

費
者
施
策
の
概
要
や
、
消
費
者
ト

ラ
ブ
ル
、
製
品
安
全
な
ど
に
関
す

る
パ
ネ
ル
展
示
を
行
い
ま
す
。

［
消
費
者
月
間
パ
ネ
ル
展
］

〇
期
間

　

５
月
１
日
（
木
）
～
30
日
（
金
）

〇
場
所

　

・
か
ご
し
ま
県
民
交
流
セ
ン
タ
ー

　

・
県
庁
18
階
展
望
ロ
ビ
ー

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
庁
消
費
者
行
政
推
進
室

　

☎
０
９
９
（
２
８
６
）
２
５
２
１
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